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１．概要

 本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第８条  外部からの衝撃

による損傷の防止（竜巻）」に関して、基本設計方針に記載する事項、添

付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を

示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

別紙２で第 1 回申請対象とした基本設計方針の項目に対して、展

開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開す

る。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを
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示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。  

注：当該条文は、変更前の記載がないため、対象外とする。  
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ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年８月19日　R１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 8/19 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 8/10 0 本別紙は、追而とする。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 8/10 0 本別紙は、追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 8/10 0 本別紙は、追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 8/10 0 本別紙は、追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 8/10 0 当該条文は、変更前の記載がないため、対象外とする。

外竜巻00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（外竜巻）】

別紙
備考

(1/1) 5



令和３年８月 19日 Ｒ１ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））（1 / 18） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 

（外部からの衝撃による損

傷の防止） 

第八条 安全機能を有する

施設は、想定される自然現

象 (地震及び津波を除

く。) によりその安全性を

損なうおそれがある場合に

おいて、防護措置、基礎

地盤の改良その他の適切

な措置が講じられたもの

でなければならない。竜

①-１，竜②-１，２，③-

２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

3.自然現象

3.3 外部からの衝撃による損傷の防止

a.3.3.2  竜巻

安全機能を有する施設は，事業許

可（変更許可）を受けた想定される

竜巻（ 大風速 100ｍ/ｓ）（以下

「設計竜巻」という。）が発生した

場合において，作用する設計荷重

（竜巻）を設定し，その荷重設計荷

重（竜巻）に対して影響評価を行

い，必要に応じ対策を行うことによ

り，安全機能を損なわない設計とす

る。竜①-1、竜①-4

設計竜巻から防護する施設（以下

「竜巻防護対象施設」という。）とし

ては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び設備・機器を漏れな

く抽出する観点から，安全上重要な機

能を有する構築物，系統及び設備・機

器を抽出する。竜巻防護対象施設及び

それらを収納する建屋（以下「竜巻防

護対象施設等」という。）は，竜巻に

より臨界防止及び閉じ込め等の安全機

能を損なわないよう機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわな

い設計とする。竜①-2、竜①-3 

また，その施設の倒壊又は転倒等

により竜巻防護対象施設等に波及的

影響を及ぼして安全機能を損なわせ

るおそれがある施設の影響竜①-3 及

び竜巻の随伴事象による影響を考慮

した設計とする。竜④-1 

 

 

 

【本文】 

（ト） その他主要な構造

（１）安全機能を有する施設

① 外部からの衝撃による損傷の防止

ａ．竜巻 

安全機能を有する施設は，想定さ

れる竜巻が発生した場合において

も，作用する設計荷重に対してその

安全機能を損なわない設計とする。

竜①-1 

竜巻に対する防護設計を行うため

の設計竜巻の 大風速は 100ｍ/s と

し，設計荷重は，設計竜巻による風

圧力による荷重，気圧差による荷重

及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせ

た設計竜巻荷重並びに安全機能を有

する施設に通常時に作用している荷

重，運転時荷重及びその他竜巻以外

の自然現象による荷重等を適切に組

み合わせたものとして設定する。竜

②-1

安全機能を有する施設の安全機能

を損なわないようにするため，安全

機能を有する施設に影響を及ぼす飛

来物の発生防止対策として，飛来物

となる可能性のあるもののうち，運

動エネルギ及び貫通力の大きさを踏

まえ，設計上考慮すべき飛来物（以

下「設計飛来物」という。）を設定

する。竜□1 飛来物となり得る資機材

及び車両のうち，衝突時に与える運

動エネルギ又は貫通力が設計飛来物

によるものより大きくなるものにつ

いては，固定，固縛，建屋収納，退

避又は撤去を実施する。竜③-1 

また，再処理事業所外から飛来す

るおそれがあり，かつ，再処理事業

所内からの飛来物による衝撃荷重を

上回ると想定されるものがある場合

は，設計飛来物としての考慮の要否

を検討する。竜②-6 竜□2  

竜巻に対する防護設計において

は，機械的強度を有する建物により

保護すること等により，安全機能を

有する施設が安全機能を損なわない

設計とすること，若しくは竜巻によ

 

 

添付書類五 

② 竜巻防護に関する設計

ａ．竜巻防護に関する設計方針竜◇1

原子力規制委員会の定める事業許可基準規

則の第九条では，外部からの衝撃による損

傷の防止として，安全機能を有する施設

は，想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）が発生した場合においても安全機

能を損なわないものでなければならないと

しており，敷地の自然環境を基に想定され

る自然現象の一つとして，竜巻を挙げてい

る。

ＭＯＸ燃料加工施設の供用期間中に極めて

まれに発生する突風，強風を引き起こす自

然現象としての竜巻及びその随伴事象等に

よって安全機能を有する施設の安全機能を

損なわない設計であることを評価するた

め，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」（平成 25 年６月 19 日 原規技発第

13061911 号 原子力規制委員会決定）

（以下「竜巻ガイド」という。）を参照

し，以下の竜巻影響評価について実施す

る。

(ａ) 設計竜巻及び設計荷重（設計竜巻荷

重及びその他の組合せ荷重）の設定 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設における飛来物

に係る調査 

(ｃ) 飛来物発生防止対策 

(ｄ) 考慮すべき設計荷重に対する設計対

処施設の構造健全性等の評価を行い，必要

に応じ対策を行うことで安全機能が維持さ

れることの確認竜①-4 

(1) 自然現象

a. 竜巻

外部事象防護対象施設は竜巻防護に

係る設計時に，設置（変更）許可を受

けた 大風速 1OO m/s の竜巻（以下

「設計竜巻」という。）が発生した場

合について竜巻より防護すべき施設に

作用する荷重を設定し，外部事象防護

対象施設が安全機能を損なわないよ

う，それぞれの施設の設置状況等を考

慮して影響評価を実施し，外部事象防

護対象施設が安全機能を損なうおそれ

がある場合は，影響に応じた防護措置

その他の適切な措置を講じる設計とす

る。 

また，重大事故等対処設備は，

「5.1.2 多様性，位置的分散等」の位

置的分散，「5.1.3 悪影響防止等」及

び「5.1.5 環境条件等」を考慮した設

計とする。 

さらに，外部事象防護対象施設に波

及的影響を及ぼす可能性がある施設の

影響及び竜巻の随伴事象による影響に

ついて考慮した設計とする。 

なお，定期的に新知見の確認を行

い，新知見が得られた場合に評価を行

うことを保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

竜②-1（P5 へ） 

竜①-2（P2 から） 

竜①-3（P2 から） 

竜④-1（P15 から） 

竜③-1（P8，9 へ） 

竜②-6（P9 へ） 

①へ

②へ

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

前段で発電炉では、設計基準対象施設のうち竜巻から防護する施設を外部事象防護対象施設として整理している。整理

の流れは同じであるが、MOX燃料加工施設では、許可整合性の観点から安全機能を有する施設のうち安全上重要な機能

を有する構築物、系統及び機器を抽出し、安全上竜巻から防護する施設を竜巻防護対象施設として整理しているため。 

＜不一致の手当て＞ 

不要（一致させない） 

＜追記・修正理由＞ 

3.3 の構成の見直しのため。 

＜追記・修正内容＞ 

項番号の変更 

＜追記・修正理由＞ 

記載の適正化のため 

＜追記・修正内容＞ 

「構築物及び設備・機

器」→「構築物，系統

及び機器」へ修正 

【許可からの変更点】 

設計飛来物よりも衝撃荷重が大

きくなるものは飛散させないよ

う、固定，固縛，建屋収納，退

避又は撤去を実施すること及び

車両については周辺防護区域へ

の入構管理及び退避する運用と

することから、「等」はそのま

まとした。 

【許可からの変更点】 

事業許可基準規則の記載を踏ま

えて、「構築物及び設備・機

器」を「構築物，系統及び機

器」へ修正 

【許可からの変更点】 

「臨界防止及び閉じ込め等」に

ついては事業許可基準規則の表

記に基づく用語として許可の記

載のとおりとした。 

【許可からの変更点】 

「倒壊等」について対象を明確

にした。 
【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
赤字、取り消し線：追記・修正箇所（紫字と重複の場合は赤字優先） 
紫字：比較対象外箇所（ＳＡ設備に関する記載） 

：発電炉との差異の理由       ：許可からの変更事項等 
：追記・修正箇所の内容      ：他条文から展開した記載 

【許可からの変更点】 

「(2)竜巻に対する影響評価及

び竜巻防護対策」にて詳細設計

を記載するため、冒頭宣言の記

載とした。 

【許可からの変更点】

 記載の適正化を図った。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））（2 / 18） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する

施設は，竜巻及びその随伴事象に対し

て機能を維持すること若しくは竜巻及

びその随伴事象による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修理

を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。竜①-4 

また，重大事故等対処設備は，

「8.1.3 共通要因故障に対する考慮

等」，「8.1.4 悪影響防止等」及び

「8.1.6 環境条件等」を考慮した設

計とする。 

重大事故等対処設備についても，

竜巻からの影響より防護する対象に

含める。竜⑥ 

ただし，内的事象を要因とする重

大事故等へ対処する常設重大事故等

対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，竜巻

による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保

する設計とする。また，機能が確保

できない場合には，関連する工程を

停止することを保安規定に定めて，

管理する。竜⑥ 

竜巻影響評価については，定期的

に新知見の確認を行い，新知見が得

られた場合に評価する手順を整備す

ることを保安規定に定めて，管理す

る。竜⑤-1、竜⑤-2 

る損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設

計とする。竜□1  安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加工

施設が竜巻の影響を受ける場合においても

その安全機能を確保するために，竜巻に対

して安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，竜巻によってその安全機能が損

なわれないことを確認する施設を，ＭＯＸ

燃料加工施設の全ての安全機能を有する構

築物及び設備・機器とする。竜◇2 設計竜巻

から防護する施設（以下「竜巻防護対象施

設」という。）としては，安全評価上その

機能を期待する構築物及び設備・機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上重要な機

能を有する構築物及び設備・機器を抽出す

る。竜巻防護対象施設及びそれらを収納す

る建屋（以下「竜巻防護対象施設等」とい

う。）は，竜巻により臨界防止及び閉じ込

め等の安全機能を損なわないよう機械的強

度を有すること等により，安全機能を損な

わない設計とする。竜◇2 竜①-2 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対

象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能

を損なわせるおそれがある施設及び竜巻防

護対象施設を収納する建屋は，機械的強度

を有すること等により，竜巻防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。竜①

-3 ここで，竜巻防護対象施設，竜巻防護

対象施設を収納する建屋及びその施設の倒

壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影

響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれ

がある施設を併せて，設計対処施設とい

う。竜◇2  

上記に含まれない安全機能を有する施設

は，竜巻及びその随伴事象に対して機能を

維持すること若しくは竜巻及びその随伴事

象による損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。竜①-4 

(1) 自然現象

a. 竜巻

(中略)
また，重大事故等対処設備は，

「5.1.2 多様性，位置的分散等」の位

置的分散，「5.1.3 悪影響防止等」及

び「5.1.5 環境条件等」を考慮した設

計とする。 

(1) 自然現象

a. 竜巻

(中略)
なお，定期的に新知見の確認を行

い，新知見が得られた場合に評価を行

うことを保安規定に定めて管理する。 

竜①-2（P1 へ） 

竜①-3（P1 へ） 

竜⑤-1（P5 から） 

竜⑤-2（P9 から） 

①から

②から

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備のう

ち，一部例外設備に対する

当社特有の方針を記載。 

＜不一致への手当て＞ 

不要（手当てしない） 

(当社の記載) 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では自然現象の冒頭

で本定義をしているが，

MOX 燃料加工施設では許可

整合性の観点でこの位置に

記載する。 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしない） 

＜追記・修正理由＞ 

記載の構成の見直し並びに記

載統一及びそれに伴う記載の

適正化のため。 

＜追記・修正内容＞ 

下段の記載の構成を見直し記

載。 

工程停止に関する対応の明確

化。 

＜追記・修正理由＞ 

「保安規定に定めて，管理する」

ことに関して記載統一及びそれに

伴う記載の適正化のため。 

＜追記・修正内容＞ 

「手順を整備することを保安規定

に定める」→「ことを保安規定に

定めて，管理する」へ修正。 

＜追記・修正理由＞ 

重大事故等対処設備全体の設

計方針の記載位置を変更した

ため。 

＜追記・修正内容＞ 

3.3 項の記載を踏まえ削除。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備の全体方針と

して記載。 

＜不一致への手当て＞ 

不要（手当てしない） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は重大事故等対処設備も防護

対象として整理していることを明

記するため。 

＜不一致への手当て＞ 

重大事故等対処設備も防護対象と

する内容を追加 

＜追記・修正理由＞ 

重大事故等対処設備に対する基本方針

が不足していたため。 

＜追記・修正内容＞ 

重大事故等対処設備に対する基本方針

を追記。 

第 30 条重大事故等対処設備に係る

設計とのつながりとして記載 
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ｂ．設計対処施設竜◇2  

設計対処施設は，竜巻防護対象施設の安全

機能を損なわないよう，設計竜巻に対して

設計上の考慮を行う施設全体とする。 

安全機能を有する施設のうち安全評価上そ

の機能を期待する施設の安全機能を維持

し，かつ，火災・爆発の防止，臨界防止等

の安全機能を損なわないようにするため，

安全上重要な施設を竜巻防護対象施設とす

る。 

これらの施設を添５第 16 図から添５第 18

図に示す選定フローに従い，竜巻による風

圧力，気圧差及び飛来物に対する設計対処

施設として選定するとともに竜巻防護対象

施設を収納する建屋を設計対処施設として

選定する。また，建屋に収納される竜巻防

護対象施設のうち添５第 19 図に示す選定

フローに従い選定される設計荷重（竜巻）

に対して十分な耐力を有しない建屋に収納

される竜巻防護対象施設及び開口部を有す

る室に設置される竜巻防護対象施設のうち

竜③-4 添５第 20 図に示す選定フローに従

い選定される竜巻防護対象施設は，建屋に

収納されるが防護が期待できない竜巻防護

対象施設として選定する。 

以上の選定結果から，竜巻防護対象施設は

以下のように分類できる。 

 

 

 

ⅰ．建屋に収納される竜巻防護対象施設

（外気と繋がっている竜巻防護対象施設を

除く） 

ⅱ．屋外の竜巻防護対象施設 

ⅲ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜

巻防護対象施設 

ⅳ．建屋に収納されるが防護が期待できな

い竜巻防護対象施設 

なお，屋外の竜巻防護対象施設に該当する

施設はない。 

また，安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設については，当該施設の破損等

により竜巻防護対象施設等に波及的影響を

及ぼして安全機能を損なわせる可能性があ

る施設又はその施設の特定の区画を，竜巻

防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施

設として選定する。 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得

る施設としては，竜巻防護対象施設等を除

く構築物及び設備・機器の中から，竜巻防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜③-4（P13 へ） 
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護対象施設等に対し，倒壊による機械的影

響を及ぼし得る施設及び付属施設の破損等

による機能的影響を及ぼし得る施設を以下

のとおり選定する。 

竜巻防護対象施設等に機械的影響を及ぼし

得る施設としては，建物・構築物の高さ

と，竜巻防護対象施設等との距離を考慮し

て，破損又は倒壊により竜巻防護対象施設

等に波及的影響を及ぼして安全機能を損な

わせるおそれがある施設を竜巻防護対象施

設に機械的影響を及ぼし得る施設として選

定する。 

竜巻防護対象施設に機能的影響を及ぼし

得る施設としては，竜巻防護対象施設の付

属設備のうち，屋外にあるもので，風圧

力，気圧差及び飛来物の衝突による破損等

により竜巻防護対象施設の安全機能を損な

わせるおそれがある施設を竜巻防護対象施

設に機能的影響を及ぼし得る施設として選

定する。選定した結果から，設計対処施設

は以下に分類される。 

・竜巻防護対象施設を収納する建屋

・建屋内の施設で外気と繋がっている竜

巻防護対象施設 

・建屋に収納されるが防護が期待できな

い竜巻防護対象施設 

・竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼ

し得る施設  

設計対処施設を以下のとおり，分類ごと

に選定する。 

(ⅰ) 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

(ⅰ)-１ 燃料加工建屋 

(ⅱ) 建屋内の施設で外気と繋がってい

る竜巻防護対象施設 

(ⅱ)-１ 気体廃棄物の廃棄設備の工程室

排気設備 

(ⅱ)-２ 気体廃棄物の廃棄設備のグロー

ブボックス排気設備 

(ⅱ)-３ 非常用所内電源設備の非常用発

電機の給気系及び排気系 

(ⅲ) 建屋に収納されるが防護が期待で

きない竜巻防護対象施設 

(ⅲ)-１ 非常用所内電源設備の非常用発

電機の給気系及び排気系 

(ⅳ) 竜巻防護対象施設に波及的影響を

及ぼし得る施設 

(ⅳ)-１ 気体廃棄物の廃棄設備の排気筒 
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 (1a)影響評価における荷重の設定 

構造健全性等の評価においては，

設計竜巻（ 大風速 100ｍ/ｓ）によ

る風圧力による荷重，気圧差による

荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合

わせた設計竜巻荷重並びに安全機能

を有する施設に通常時に作用してい

る荷重，運転時荷重及びその他竜巻

以外の自然現象による荷重等を適切

に組み合わせた設計荷重（竜巻）を

設定する。竜②-1 

風圧力による荷重，気圧差による

荷重としては，設計竜巻の特性値に

基づいて設定する。竜②-2、竜②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．設計荷重（竜巻）の設定竜◇3  

(ａ) 設計竜巻の設定 

設計竜巻の特性値については，現状，設

定に足る十分な信頼性を有した観測記録等

が無いため，竜巻ガイドを参考に設定す

る。竜②-2 設計竜巻の特性値を添５第 16

表に示す。また，設計竜巻については，今

後も継続的に観測データ及び増幅に関する

新たな知見の収集に取り組み，必要な事項

については適切に反映を行う。竜⑤-1 

竜②-3 

ⅰ．設計竜巻の移動速度（ＶＴ） 

設計竜巻の移動速度（ＶＴ）は，独立行

政法人原子力安全基盤機構が東京工芸大学

に委託した研究の成果(50)（以下「東京工

芸大学委託成果」という。）を参考に，日

本の竜巻における移動速度と 大竜巻風速

の関係に基づく以下の式を用いて算定す

る。 

    ＶＴ＝0.15×ＶＤ 

    ＶＤ（ｍ/s）：設計竜巻の 大

風速 

 

ⅱ．設計竜巻の 大接線風速（ＶＲｍ） 

設計竜巻の 大接線風速（ＶＲｍ）は，

米国原子力規制委員会の基準類(52)を参考

に，以下の式を用いて算定する。 

    ＶＲｍ＝ＶＤ－ＶＴ 

 

ⅲ．設計竜巻の 大接線風速が生じる位

置での半径（Ｒｍ） 

設計竜巻の 大接線風速が生じる位置で

の半径（Ｒｍ）は，東京工芸大学委託成果
(50)による日本の竜巻の観測記録を基に提

案されたモデルを参考として，以下の値を

用いる。 

    Ｒｍ＝30（ｍ） 

 

ⅳ．設計竜巻の 大気圧低下量（ΔＰｍ

ａｘ） 

設計竜巻の 大気圧低下量（ΔＰｍａｘ）

は，米国原子力規制委員会の基準類(52)の

ランキン渦モデルによる風速分布を参考

に，以下の式を用いて算定する。 

    ΔＰｍａｘ＝ρ×ＶＲｍ
２ 

    ρ ： 空 気 密 度 （ 1.22

（kg/m3）） 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 影響評価における荷重の設定 

構造強度評価においては，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重及び飛来

物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻

荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組

み合わせた設計荷重を設定する。 

 

 

 

 

 

風圧力による荷重及び気圧差による

荷重としては，設計竜巻の特性値に基

づいて設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜⑤-1（P2 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

竜②-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追記・修正理由＞ 

記載箇所の見直しのため。 

＜追記・修正内容＞ 

「設計竜巻」→「設計竜巻

（ 大風速 100ｍ/ｓ）」へ修

正。 

＜追記・修正理由＞ 

3.3 の構成の見直しのため。 

＜追記・修正内容＞ 

項番号の変更 

【許可からの変更点】 

設計基準事故時荷重は考慮する

必要がないことから削除した。 
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ⅴ．設計竜巻の 大気圧低下率（（ｄｐ

／ｄｔ）ｍａｘ） 

設計竜巻の 大気圧低下率（（ｄｐ／ｄ

ｔ）ｍａｘ）は，米国原子力規制委員会の基

準類(52)のランキン渦モデルによる風速分

布を参考に，以下の式を用いて算定する。 

 （ｄｐ／ｄｔ）ｍａｘ＝（ＶＴ／

Ｒｍ）×ΔＰｍａｘ

(ｂ) 設計飛来物の設定竜◇4  

竜巻ガイドを参考に再処理事業所内をふ

かんした現地調査及び検討を行い，再処理

事業所内の資機材の設置状況を踏まえ，設

計対処施設に衝突する可能性のある飛来物

を抽出する。抽出した飛来物に竜巻ガイド

に例示される飛来物を加え，それぞれの寸

法，質量及び形状から飛来の有無を判断

し，運動エネルギ及び貫通力の大きさを考

慮して，設計竜巻により設計対処施設に衝

突し得る飛来物（以下「設計飛来物」とい

う。）を設定する。衝突時に設計対処施設

に与える運動エネルギ又は貫通力が設計飛

来物によるものより大きくなるものについ

ては，浮き上がり又は横滑りの有無を考慮

した上で，固定，固縛，建屋収納又は敷地

からの撤去により飛来物とならないように

する。 

設計対処施設以外のエネルギー管理建

屋，エネルギー管理建屋の屋外機器及び第

１高圧ガストレーラ庫の水素ガス貯蔵容器

（以下「屋外機器等」という。）は，衝突

時に設計対処施設に与える運動エネルギ又

は貫通力が設計飛来物より大きくなるもの

を発生させることのないよう，エネルギー

管理建屋の屋根及び外壁については飛散さ

せない対策を実施する。また，屋外機器等

については，固定又は固縛する対策を実施

することから，飛来物の発生源として考慮

しない。 

車両については，周辺防護区域への入構

を管理するとともに，竜巻の襲来が予想さ

れる場合には，停車又は走行している場所

に応じて固縛するか避難場所へ退避するこ

とにより，飛来物とならないよう管理を行

うことから，設計飛来物として考慮しな

い。竜③-2 

また，再処理事業所外から飛来するおそ

れがあり，かつ，再処理事業所内からの飛

来物による衝撃荷重を上回ると想定される

竜③-2（P9 へ） 
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ものとしてむつ小川原ウィンドファームの

風力発電施設のブレードがある。むつ小川

原ウィンドファームの風力発電施設から設

計対処施設までの距離及び設計竜巻による

ブレードの飛来距離を考慮すると，ブレー

ドが設計対処施設まで到達するおそれはな

いことから，ブレードは設計飛来物として

考慮しない。竜②-7 竜◇4  

以上のことから，竜巻ガイドに例示され

る鋼製材を設計飛来物として設定する。竜

②-4 

なお，降下火砕物の粒子による影響につ

いては，設計飛来物の影響に包絡される。 

添５第 17 表にＭＯＸ燃料加工施設におけ

る設計飛来物を示す。 

 
竜②-5 

 (ｃ) 荷重の組合せと許容限界 竜◇5  

ⅰ．設計対処施設に作用する設計竜巻荷重 

設計竜巻により設計対処施設に作用する設

計竜巻荷重を以下に示す。 

(ⅰ) 風圧力による荷重 

竜巻の 大風速による荷重であり，竜巻ガ

イドを参考に次式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ×Ｇ×Ｃ×Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝(1/2）×ρ×ＶＤ2 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ⅤＤ：設計竜巻の 大風速 

である。 

ただし，竜巻による 大風速は，一般的に

は水平方向の風速として算定されるが，鉛

直方向の風圧力に対してぜい弱と考えられ

る設計対処施設が存在する場合には，鉛直

方向の 大風速に基づいて算出した鉛直方

向の風圧力による荷重についても考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜②-7（P9 へ） 

 

 

竜②-4（P8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜②-5（P8 へ） 
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飛来物の衝撃荷重としては，事業

許可（変更許可）を受けた飛来物と

なる可能性のあるもののうち，運動

エネルギ及び貫通力の大きさを踏ま

え，設計飛来物である鋼製材（長さ

4.2ｍ×幅 0.3ｍ×奥行き 0.2ｍ，質

量 135ｋｇ， 大水平速度 51ｍ／

ｓ， 大鉛直速度 34ｍ／ｓ）が衝突

する場合の荷重を設計飛来物として

設定する。竜②-4、竜②-5 

鋼製材よりも衝撃時に与える運動

エネルギ又は貫通力が大きくなるも

のは、固定，固縛，建屋収納，退避

又は撤去を実施することから荷重と

しては考慮しない。竜③-1 

 

さらに，竜巻の影響を考慮する施

設の設置状況その他の環境状況を考

慮すると、設計飛来物に加えて考慮

すべき飛来物として，再処理事業所

外から飛来するおそれがある飛来物

がある。しかし，再処理事業所外か

ら飛来するおそれのある飛来物は，

飛来距離を考慮すると竜巻防護対象

(ⅱ) 気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧

差による圧力影響を受ける設備並びに竜巻

防護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根

においては，設計竜巻による気圧低下によ

って生じる設計対処施設の内外の気圧差に

よる圧力荷重を考慮し，より厳しい結果を

与える「閉じた施設」を想定して次式のと

おり算出する。「閉じた施設」とは通気が

ない施設であり，施設内部の圧力が竜巻の

通過以前と以後で等しいとみなせる。一

方，施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変

化し，施設内外に気圧差を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰmax×Ａ 

ここで， 

ＷＰ  ：気圧差による荷重 

ΔＰmax ： 大気圧低下量 

Ａ ：施設の受圧面積 

である。 

 

 

 

 

(ⅲ) 飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大き

くなる向きで設計飛来物が設計対処施設に

衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の

貫通力が大きくなる向きで衝突することを

考慮して評価を行う。 

 

ⅱ．設計竜巻荷重の組合せ 

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重

は，竜巻ガイドを参考に，風圧力による荷

重（ＷＷ），気圧差による荷重（ＷＰ）及

び設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組

み合わせた複合荷重とし，複合荷重ＷＴ1

及びＷＴ2 は米国原子力規制委員会の基準

類(53)を参考として，以下のとおり設定す

る。 

ＷＴ1＝ＷＰ 

ＷＴ2＝ＷＷ＋(1/2)×ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ1 及びＷＴ2 の両荷

重をそれぞれ作用させる。 

 

ⅲ．設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設

定 

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下

のとおりとする。 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 竜巻以外の自然現象による荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海発電所を含む当社敷地内におい

て，飛来物の衝撃荷重としては，設置

（変更）許可を受けた設計飛来物であ

る鋼製材（長さ 4.2 m×幅 0.3 m×高さ

0.2 m，質量 135 kg，飛来時の水平速度

51 m/s，飛来時の鉛直速度 34 m/s）よ

りも運動エネルギ又は貫通力が大きな

重大事故等対処設備，資機材等は設置

場所及び障害物の有無を考慮し，固

縛，固定又は外部事象防護対象施設等

からの離隔を実施すること，並びに車

両については入構管理及び退避を実施

することにより飛来物とならない措置

を講じることから，設計飛来物が衝突

する場合の荷重を設定することを基本

とする。 

さらに，設計飛来物に加えて，竜巻

の影響を考慮する施設の設置状況その

他環境状況を考慮し，評価に用いる飛

来物の衝突による荷重を設定する。 

また，当社敷地近傍の隣接事業所か

ら，設計飛来物である鋼製材の運動エ

ネルギ又は貫通力を上回る飛来物が想

定される場合は，隣接事業所との合意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜②-4（P7 から） 

竜②-5（P7 から） 

 

 

 

 

竜③-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

後段の「なお，飛来した

場合の・・・」にて記載

していることから、本施

設では本記載は省略し、

設計飛来物と資機材等に

対する措置を分けて記載

するため。 

<不一致への手当て> 

不要（手当てしない） 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

設計方針の違いであるた

め。 

<不一致への手当て> 

不要（手当てしない） 

＜追記・修正理由＞ 

定義の追加に伴う記載の適正化のため。 

＜追記・修正内容＞ 

「事業許可（変更許可）を受けた」を追記 

上記に伴う記載の適正化 

＜追記・修正理由＞ 

記載の構成の見直しのため 

＜追記・修正内容＞ 

「鋼製材よりも衝撃時に与える運動エネ

ルギ又は貫通力が大きくなるものは、固

定，固縛，建屋収納，退避又は撤去を実

施することから荷重としては考慮しな

い。」を追加。 

＜追記・修正理由＞ 

先行炉の記載を参考に、事

業許可（変更許可）に記載

されている設計飛来物以外

に考慮すべき飛来物の検討

結果を追記した 

＜追記・修正内容＞ 

敷地外からの飛来物に対す

る検討結果を追記 

【許可からの変更点】 

敷地外からの飛来物に関する記

載内容が不足しているため、

「さらに，竜巻の影響を考慮す

る施設の設置状況その他の環境

状況を考慮すると、設計飛来物

に加えて考慮すべき飛来物とし

て，」を追加。 
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施設等に到達するおそれはないこと

から，飛来物として考慮しない。竜

②-6、竜②-7 

また，再処理事業所外から飛来する

おそれがあり，かつ，再処理事業所内

からの飛来物による衝撃荷重を上回る

と想定されるものとして風力発電施設

のブレードがある。風力発電施設から

竜巻防護対象施設等までの距離及び設

計竜巻によるブレードの飛来距離を考

慮すると，ブレードが竜巻防護対象施

設等まで到達するおそれはないことか

ら，ブレードは飛来物として考慮しな

い。 

 なお，設計飛来物よりも運動エネル

ギ又は貫通力が大きくなる資機材及び

重大事故等対処設備のは設置状況を踏

まえ，固定，固縛又は建屋収納を実施

すること，並びに車両については，周

辺防護区域内への入構を管理及び停車

又は走行している場所に応じて固縛す

るか又は周辺防護区域外飛来対策区域

外の退避場所へ退避を実施することに

より，飛来物とならないよう措置を講

ずる手順を整備することを保安規定に

定めて，管理するため，設計飛来物が

衝突する場合の荷重としては考慮しな

い。竜③-1、竜③-2、竜③-3、竜⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻は積乱雲又は積雲に伴って発生する現

象であり(35)，積乱雲の発達時に竜巻と同

時に発生する可能性がある自然現象は，落

雷，積雪，降雹及び降水である。これらの

自然現象により発生する荷重の組合せの考

慮は，以下のとおりとする。 

なお，風（台風）に対しては，「①ｂ．竜

巻，森林火災及び火山の影響以外の自然現

象に対する設計方針」にて考慮することと

している建築基準法に基づく風荷重が設計

竜巻を大きく下回ることから，設計竜巻荷

重に包絡される。 

ただし，竜巻と同時に発生する自然現象に

ついては，今後も継続的に新たな知見の収

集に取り組み，必要な事項については適切

に反映を行う。竜⑤-2 

 

(ⅱ)-１ 落雷 

竜巻及び落雷が同時に発生する場合におい

ても，落雷による影響は雷撃であり，荷重

は発生しない。 

(ⅱ)-２ 積雪 

ＭＯＸ燃料加工施設の立地地域は，冬季に

おいては積雪があるため，冬季における竜

巻の発生を想定し，建築基準法に基づいて

積雪の荷重を適切に考慮する。 

(ⅱ)-３ 降雹 

降雹は積乱雲から降る直径５mm 以上の氷

の粒であり，仮に直径 10cm 程度の大型の

降雹を仮定した場合でも，その質量は約

0.5kg である。竜巻及び降雹が同時に発生

する場合においても，直径 10cm 程度の降

雹の終端速度は 59ｍ/s(36)，運動エネルギ

は約 0.9kＪであり，設計飛来物の運動エ

ネルギと比べて十分小さく，降雹の衝突に

よる荷重は設計竜巻荷重に包絡される。 

(ⅱ)-４ 降水 

竜巻及び降水が同時に発生する場合におい

ても，降水により屋外施設に荷重の影響を

与えることはなく，また降水による荷重は

十分小さいため，設計竜巻荷重に包絡され

る。 

 

 

 

(ⅲ) 設計基準事故時荷重 

設計対処施設に作用させる設計竜巻荷重に

は，設計基準事故時に生ずる応力の組合せ

を適切に考慮する設計とする。すなわち，

竜巻により設計対処施設に作用する荷重及

び設計基準事故時に生ずる荷重を，それぞ

文書に基づきフェンス等の設置により

飛来物となるものを配置できない設計

とすること若しくは当該飛来物の衝撃

荷重を考慮した設計荷重に対し，外部

事象防護対象施設及び外部事象防護対

象施設を内包する区画の構造健全性を

確保する設計とすること若しくは当該

飛来物による外部事象防護対象施設の

損傷を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること若しくは安全上

支障のない期間で修復等の対応を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，飛来した場合の運動エネルギ

又は貫通力が設計飛来物である鋼製材

よりも大きな重大事故等対処設備，資

機材等については，その保管場所，設

置場所及び障害物の有無を考慮し，外

部事象防護対象施設，飛来物の衝突に

より外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわないよう設置する防護措置

（以下「防護対策施設」という。）及

び外部事象防護対象施設を内包する施

設に衝突し，外部事象防護対象施設の

機能に影響を及ぼす可能性がある場合

には，固縛，固定又は外部事象防護対

象施設等からの離隔によって浮き上が

り又は横滑りにより外部事象防護対象

施設の機能に影響を及ぼすような飛来

物とならない設計とする。 

重大事故等対処設備，資機材等の固

縛，固定又は外部事象防護対象施設か

らの離隔を実施すること，並びに車両

については入構管理及び退避を実施す

ることを保安規定に定めて管理する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜②-6（P1 から） 

竜②-7（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜⑤-2（P2 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜③-1（P1 から） 

竜③-2（P6 から） 

竜③-3（P16 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(発電炉の記載) 

＜不一致の理由＞ 

設計飛来物より大きくなる資

機材及び重大事故等対処設備

への設置状況を踏まえた方針

は同様であるが、建物・構築

物により防護することを基本

としており，防護対策施設に

より防護する箇所は MOX 燃料

加工施設には無いため。 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしない） 

＜追記・修正理由＞ 

飛来物の選定に係わる記載

内容と運用に係わる記載内

容で分割したため。 

＜追記・修正内容＞ 

飛来物の選定に係わる記載

内容は、前頁に記載を移

動。（竜③-1 へ） 
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れの因果関係及び時間的変化を考慮して適

切に組み合わせて設計する。また，設計基

準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考え

られる竜巻により，設計対処施設に作用す

る荷重と設計基準事故時に生ずる荷重を適

切に設計する。 

設計対処施設は，設計竜巻に対して安全機

能を損なわない設計とすることから，設計

竜巻と設計基準事故は独立事象となる。設

計竜巻と設計基準事故が同時に発生する頻

度は十分小さいことから，設計基準事故時

荷重と設計竜巻荷重の組合せは考慮しな

い。 

仮に，設計基準事故発生時に，風速が

小さく発生頻度の高い竜巻が襲来した場

合，安全上重要な施設に荷重を加える設

計基準事故である「露出した状態でＭＯ

Ｘ粉末を取り扱い，火災源となる潤滑油

を保有しているグローブボックスにおい

て火災が発生し，火災の影響を受けたＭ

ＯＸ粉末が飛散し，外部に放射性物質が

放出される事象」による荷重との組合せ

が考えられる。この設計基準事故により

荷重を受ける安全上重要な施設であるグ

ローブボックスは，竜巻による荷重を受

けることは無いため，設計基準事故時荷

重と竜巻の組合せは考慮しない。

以上のことから，設計竜巻荷重と設計

基準事故時荷重の組合せは考慮しない。 

ⅳ．許容限界 

建屋・構築物の設計において，設計飛

来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生

の有無の評価については，貫通及び裏面

剥離が発生する限界厚さ及び部材の 小

厚さを比較することにより行う。さら

に，設計荷重（竜巻）により発生する変

形又は応力が安全上適切と認められる以

下の規格及び基準等による許容応力度等

の許容限界に対して安全余裕を有する設

計とする。 

・建築基準法

・日本産業規格

・日本建築学会等の基準，指針類

・原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の

基準・指針類 

設備の設計においては，設計飛来物の

衝突による貫通の有無の評価について，

貫通が発生する限界厚さ及び部材の 小
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(2b)竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

竜巻に対する防護設計において

は，設計荷重（竜巻）に対して，安

全機能を損なわないよう，竜巻防護

対象施設は，機械的強度を有する建

物により防護する設計とすることを

基本とする。竜①-6，竜◇7，竜□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，設

計荷重（竜巻）に対して，構造強度

評価を実施し，重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない設

計とする。若しくは，位置的分散を

考慮した配置とすることにより重大

事故等に対処するために必要な機能

厚さを比較することにより行う。さら

に，設計荷重（竜巻）により発生する応

力が安全上適切と認められる以下の規格

及び基準等による許容応力等の許容限界

に対して安全余裕を有する設計とする。 

・日本産業規格 

・日本建築学会等の基準，指針類 

・原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1987（日本電気協会） 

・原子力エネルギー協会（ＮＥＩ）の

基準・指針類 

 

 

 

ｄ．竜巻防護設計竜◇6  

竜巻に対する防護設計においては，竜巻

ガイドを参考に，基準竜巻，設計竜巻及び

設計荷重を適切に設定し，竜巻防護対象施

設を収納する区画の構造健全性を確保する

ため，機械的強度を有する，建物の外壁及

び屋根により建物全体を保護し，以下の事

項に対して安全機能を損なわない設計とす

る。 

(ａ) 飛来物の衝突による建屋・構築物

の貫通，裏面剥離及び設備・機器の損傷 

(ｂ) 設計竜巻荷重及びその他の荷重

（通常時に作用している荷重，運転時荷

重，竜巻以外の自然現象による荷重及び設

計基準事故時荷重）を適切に組み合わせた

設計荷重（竜巻） 

(ｃ) 竜巻による気圧の低下 

竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設を

収納する建屋及び竜巻防護対象施設に波及

的影響を及ぼし得る施設の設計竜巻からの

防護設計方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

屋外の外部事象防護対象施設は，安

全機能を損なわないよう，設計荷重に

対して外部事象防護対象施設の構造強

度評価を実施し，要求される機能を維

持する設計とすることを基本とする。 

屋内の外部事象防護対象施設について

は，設計荷重に対して安全機能を損な

わないよう，外部事象防護対象施設を

内包する施設により防護する設計とす

ることを基本とし，外気と繋がってい

る屋内の外部事象防護対象施設及び建

屋等による飛来物の防護が期待できな

い屋内の外部事象防護対象施設は，加

わるおそれがある設計荷重に対して外

部事象防護対象施設の構造強度評価を

実施し，安全機能を損なわないよう，

要求される機能を維持する設計とする

ことを基本とする。 

外部事象防護対象施設の安全機能を

損なうおそれがある場合には，防護措

置その他の適切な措置を講じる設計と

する。 

屋外の重大事故等対処設備は，竜巻

による風圧力による荷重に対し，外部

事象防護対象施設及び同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備と位置的分

散を考慮した保管とすることにより，

重大事故等に対処するために必要な機

能を有効に発揮する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④へ 

(発電炉の記載) 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では、竜巻防護対象

施設を燃料加工建屋に収納することを

基本としており、該当する施設が無い

ため。 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしない） ＜追記・修正理由＞ 

「3.3.2 竜巻」の 2段落

目（P1）と記載内容が重

複していたため。 

＜追記・修正内容＞ 

記載内容の重複により当

該箇所を削除 

＜追記・修正理由＞ 

記載内容が重複していた

ため。 

＜追記・修正内容＞ 

本記載は削除し、屋外の

重大事故等対処設備の設

計方針は P14 にまとめ

た。 

⑤へ 

③へ 

＜追記・修正理由＞ 

3.3 の構成の見直しのため。 

＜追記・修正内容＞ 

項番号の変更。 

(発電炉の記載) 

＜不一致の理由＞ 

建物・構築物によっ

て，防護することを

基本としており，該

当する施設がないた

め 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしな

い） 
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を損なわない設計とする。竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対象施設及び重大事故等

対処設備を収納する燃料加工建屋

は，設計荷重（竜巻）に対して，構

造強度評価及び設計飛来物の衝突に

対する貫通及び裏面剥離の評価を実

施し，建屋内の竜巻防護対象施設及

び重大事故等対処設備の安全機能を

損なわないよう，設計とする。竜①-

5 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備を収納する建

屋は，竜巻による風圧力による荷重

に対して，構造強度評価を実施し，

建屋内の重大事故等対処設備が重大

事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。竜⑥ 

 

飛来物が，収納する外部事象防護

対象施設及び重大事故等対処設備に

衝突することを防止可能な設計とす

ることを基本とする。飛来物が，収

納する外部事象防護対象施設及び重

大事故等対処設備に衝突し，その機

能を損なうおそれがある場合には，

防護措置その他の適切な措置を講じ

る設計とする。竜①-8，竜⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．竜巻防護対象施設を収納する建屋竜

◇7  

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設

計荷重（竜巻）に対して構造健全性を維持

する設計とし，施設内の竜巻防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。竜①

-5 また，設計飛来物の衝突に対しては，

貫通及び裏面剥離を防止できる設計とす

る。竜◇5 竜①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の重大事故等対処設備は，竜巻

による風圧力による荷重に対し，環境

条件を考慮して竜巻による荷重により

機能を損なわないように，重大事故等

対処設備を内包する施設により防護す

る設計とすることを基本とする。 

防護措置として設置する防護対策施

設としては，防護ネット（硬鋼線材：

線径φ4 mm，網目寸法 40 mm），防護鋼

板（炭素鋼：板厚 16 mm 以上），架構

及び扉（炭素鋼：板厚 31.2 mm 以上）

を設置し，内包する外部事象防護対象

施設の機能を損なわないよう，外部事

象防護対象施設の機能喪失に至る可能

性のある飛来物が外部事象防護対象施

設に衝突することを防止する設計とす

る。防護対策施設は，地震時において

外部事象防護対象施設に波及的影響を

及ぼさない設計とする。 
外部事象防護対象施設及び重大事故

等対処設備を内包する施設について

は，設計荷重に対する構造強度評価を

実施し，内包する外部事象防護対象施

設及び重大事故等対処設備の機能を損

なわないよう，飛来物が，内包する外

部事象防護対象施設及び重大事故等対

処設備に衝突することを防止可能な設

計とすることを基本とする。 
(1) 自然現象 

a. 竜巻 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

(中略) 
屋内の重大事故等対処設備は，竜巻に

よる風圧力による荷重に対し，環境条

件を考慮して竜巻による荷重により機

能を損なわないように，重大事故等対

処設備を内包する施設により防護する

設計とすることを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥から 

(発電炉の記載) 

＜不一致の理由＞ 

設計飛来物より大きくなる資機材及び重

大事故等対処設備への設置状況を踏まえ

た方針は同様であるが、建物・構築物に

より防護することを基本としており，防

護対策施設により防護する箇所は MOX 燃

料加工施設には無いため。 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしない） 

＜追記・修正理由＞ 

同頁の 1段落目と記載内容が重複して

いたため。 

＜追記・修正内容＞ 

記載内容の重複により当該箇所を削除 

⑥へ 

＜追記・修正理由＞ 

主語明確化の観点から記載を適正

化。 

＜追記・修正内容＞ 

「竜巻防護対象施設を収納する燃

料加工建屋」のみを記載。 

＜追記・修正理由＞ 

建屋内に収納する重大事故等対処

設備は建屋で防護する設計とする

ため。 

＜追記・修正内容＞ 

「重大事故等対処設備を収納する

燃料加工建屋」のみを記載。 

＜追記・修正理由＞ 

許可の記載を踏まえ評価項目

を具体化。 

＜追記・修正内容＞ 

「並びに設計飛来物の衝突に

対する貫通及び裏面剥離の評

価」を追記 

第 30 条重大事故等対処設備に

係る設計条件に係る事項とし

て記載 
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建屋内の施設で外気と繋がってい

る竜巻防護対象施設である工程室排

気設備及びグローブボックス排気設

備は，気圧差荷重に対して構造強度

評価を実施し，竜巻防護対象施設が

安全機能を損なわない設計とする。 

建屋内の施設で外気と繋がってい

る竜巻防護対象施設である非常用発

電機の給気系及び排気系は，気圧差

荷重に対して構造強度評価を実施

し，竜巻防護対象施設が安全機能を

損なわない設計とする。竜①-6 

建屋内の施設で外気と繋がってい

る重大事故等対処設備は，気圧差荷

重に対して構造強度評価を実施し，

重大事故等対処設備が重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。竜⑤ 

 

 

建屋に収納されるが防護が期待で

きない竜巻防護対象施設は，，設計

荷重（竜巻）に対して十分な耐力を

有しない建屋に収納される竜巻防護

対象施設及び開口部を有する室に設

置される竜巻防護対象施設のうち安

全機能を損なうおそれがある竜巻防

護対象施設であり，建物・構築物に

よる防護対策を講ずることにより，

設計荷重（竜巻）による影響に対し

て，安全機能を損なわない設計とす

ることを基本とする。具体的には，

設計飛来物の侵入を防止するため，

非常用所内電源設備の非常用発電機

の給気系については建物により迷路

構造とすることで設計飛来物の侵入

を防止する。非常用所内電源設備の

非常用発電機の排気系はその一部を

構成する構築物である非常用所内電

源設備の非常用発電機の排気筒を十

分な板厚とすることにより設計飛来

物の侵入を防止する設計とする。竜

①-7、竜③-4 

建屋に収納されるが防護が期待で

きない重大事故等対処設備は，竜巻

防護対策を講ずること若しくは位置

 

 

 

ⅱ．建屋内の施設で外気と繋がっている

竜巻防護対象施設 

建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻

防護対象施設は，気圧差荷重に対して構造

健全性を維持し，竜①-9 安全機能を損な

わない設計とする。 

気体廃棄物の廃棄設備の工程室排気設

備，グローブボックス排気設備並びに非常

用所内電源設備の非常用発電機の給気系及

び排気系は，気圧差荷重に対して，構造健

全性を維持できるよう十分な強度を有する

設計とする。竜①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．建屋に収納されるが防護が期待できな

い竜巻防護対象施設竜◇6  

建屋に収納されるが防護が期待できない竜

巻防護対象施設には，非常用所内電源設備

の非常用発電機が該当する。設計荷重（竜

巻）による影響に対して非常用所内電源設

備の非常用発電機の安全機能を損なわない

設計とするため，非常用所内電源設備の非

常用発電機の給気系及び排気系に対して

は，設計飛来物の侵入による損傷を考慮す

る。具体的には，設計飛来物の侵入を防止

するため，非常用所内電源設備の非常用発

電機の給気系については建物により迷路構

造とすることで設計飛来物の侵入を防止

し，排気系はその一部を構成する構築物で

ある非常用所内電源設備の非常用発電機の

排気筒を十分な板厚とすることにより設計

飛来物の侵入を防止する設計とする。竜①

-7 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自然現象 

a. 竜巻 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

(中略) 
屋内の外部事象防護対象施設につい

ては，設計荷重に対して安全機能を損

なわないよう，外部事象防護対象施設

を内包する施設により防護する設計と

することを基本とし，外気と繋がって

いる屋内の外部事象防護対象施設及び

建屋等による飛来物の防護が期待でき

ない屋内の外部事象防護対象施設は，

加わるおそれがある設計荷重に対して

外部事象防護対象施設の構造強度評価

を実施し，安全機能を損なわないよ

う，要求される機能を維持する設計と

することを基本とする。 

 

 

(1) 自然現象 

a. 竜巻 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

(中略) 
外部事象防護対象施設の安全機能を

損なうおそれがある場合には，防護措

置その他の適切な措置を講じる設計と

する。 

 

飛来物が，内包する外部事象防護対

象施設及び重大事故等対処設備に衝突

し，その機能を損なうおそれがある場

合には，防護措置その他の適切な措置

を講じる設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜③-4（P3 から） 

 

 

 

 

④から 

＜追記・修正理由＞ 

許可時の記載との整合性を

図るため及び飛来物に対す

る具体的な防護対策につい

て不足していたため。 

＜追記・修正内容＞ 

建物・構築物による具体的

な防護対策を記載。 

＜追記・修正理由＞ 

燃料加工建屋に該当する施

設が無いため。 

＜追記・修正内容＞ 

建屋に収納されるが防護が

期待できない重大事故等対

処設備の記載を削除。 

③から 

＜追記・修正理由＞ 

建屋内の施設で外気と繋

がっている竜巻防護対象

施設の設備を明確化した

ため。 

＜追記・修正内容＞ 

建屋内の施設で外気と繋

がっている竜巻防護対象

施設の設備を明確にし、

設備ごとに分けて修正。 

＜追記・修正理由＞ 

燃料加工建屋に該当する施

設が無いため。 

＜追記・修正内容＞ 

当該箇所の記載を削除 

(発電炉の記載) 

＜不一致の理由＞ 

建物・構築物によっ

て，防護することを

基本としており，該

当する施設がないた

め 

＜不一致の手当て＞ 

不要（手当てしな

い） 

【許可からの変更点】 

建屋に収納されるが防護が期待

できない竜巻防護対象施設の対

象となる条件を明確にするため

「開口部を有する室に設置され

る竜巻防護対象施設のうち安全

機能を損なうおそれがある竜巻

防護対象施設であり，」を追

加。 
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的分散を考慮した配置とすることに

より，設計荷重（竜巻）による影響

に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計と

する。竜⑤ 

 

 

竜巻防護対象施設及び重大事故等

対処設備に波及的影響を及ぼし得る

施設は，竜巻防護対象施設等に対

し，倒壊による機械的影響を及ぼし

得る施設及び破損又は転倒による機

能的影響を及ぼし得る施設であり，

設計荷重（竜巻）に対して，構造強

度評価を実施し，周辺の竜巻防護対

象施設の安全機能及び重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とす

る。竜①-8、竜⑥ 

重大事故等対処設備に波及的影響

を及ぼし得る施設は，設計荷重（竜

巻）に対して，構造強度評価を実施

し，周辺の重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。竜⑤ 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，位

置的分散により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない設

計とする。竜⑥ 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，竜

巻による風圧力による荷重に対し，

竜巻防護対象施設及び重大事故等に

対処するために必要な機能に悪影響

を及ぼさない設計とする。屋外の重

大事故等対処設備は，浮き上がり又

は横滑りを防止し拘束することによ

り，他の設備に悪影響を防止する及

ぼさない設計とする。ただし，浮き

上がり又は横滑りを拘束する車両等

の重大事故等対処設備のうち，地震

時の移動を考慮して地震後の機能を

維持する設備は，重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわない

よう，余長を有する固縛で拘束す

 

ⅳ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼ

し得る施設 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得

る施設については，設計荷重（竜巻）を考

慮しても倒壊に至らないよう必要に応じて

補強すること等により，周辺の竜巻防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。具体的には以下のとおりである。竜①

-8 

気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は，倒壊に

至った場合には，燃料加工建屋に波及的影

響を及ぼすおそれがあることから，設計飛

来物の衝突による貫通及び風圧力による荷

重を考慮しても倒壊に至らない設計とし，

竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。竜◇6 竜①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，外部事象防護対象施設及び重

大事故等対処設備は，設計荷重によ

り，機械的及び機能的な波及的影響に

より機能を損なわない設計とする。外

部事象防護対象施設に対して，重大事

故等対処設備を含めて機械的な影響を

及ぼす可能性がある施設は，設計荷重

に対し，当該施設の倒壊，損壊等によ

り外部事象防護対象施設に損傷を与え

ない設計とする。当該施設が機能喪失

に陥った場合に外部事象防護対象施設

も機能喪失させる機能的影響を及ぼす

可能性がある施設は，設計荷重に対

し，必要な機能を維持する設計とする

ことを基本とする。 

 

(1) 自然現象 

a. 竜巻 

(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防

護対策 

(中略) 
屋外の重大事故等対処設備は，竜巻に

よる風圧力による荷重に対し，外部事

象防護対象施設及び同じ機能を有する

他の重大事故等対処設備と位置的分散

を考慮した保管とすることにより，重

大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮する設計とする。 

 

屋外の重大事故等対処設備は，竜巻

による風圧力による荷重に対し，外部

事象防護対象施設及び重大事故等に対

処するために必要な機能に悪影響を及

ぼさない設計とする。屋外の重大事故

等対処設備は，浮き上がり若しくは横

滑りを拘束することにより，悪影響を

防止する設計とする。ただし，浮き上

がり又は横滑りを拘束する車両等の重

大事故等対処設備のうち，地震時の移

動等を考慮して地震後の機能を維持す

る設備は，重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわないよう，余長

を有する固縛で拘束する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追記・修正理由＞ 

選定される施設が竜巻防護

対象施設に波及的影響を及

ぼし得る施設と同じものの

ため。 

＜追記・修正内容＞ 

右記の文章に「重大事故等

対処設備」を追加。及びそ

れに伴う記載の適正化。 

⑤から 

＜追記・修正理由＞ 

記載の構成を見直したため。 

＜追記・修正内容＞ 

記載の構成を見直し、上段に

記載 

＜追記・修正理由＞ 

本施設は建屋で防護することが基

本方針のため。 

＜追記・修正内容＞ 

P11 の記載の構成を見直し記載。 

＜追記・修正理由＞ 

表現の適正化のため。 

＜追記・修正内容＞ 

「拘束することにより，

悪影響を防止する設計と

する。ただし，浮き上が

り又は横滑りを拘束する

…」→「防止し，他の設

備に悪影響を及ぼさない

設計とする。ただし，拘

束する…」へ修正 

【許可からの変更点】 

波及的影響を及ぼし得る施設の

対象を明確にするため、「竜巻

防護対象施設等に対し，倒壊に

よる機械的影響を及ぼし得る施

設及び破損等による機能的影響

を及ぼし得る施設であり，」を

追加。 

【許可からの変更点】 

「車両等」の指す内容は許可に

おける記載と同様であり、列挙

した場合に煩雑となるため許可

の記載を用いた。 

第 30 条重大事故等対処設備に

係る設計条件に係る事項とし

て記載 

第 30 条重大事故等対処設備に

係る設計条件に係る事項とし

て記載 

第 30 条重大事故等対処設備に

係る設計条件に係る事項とし

て記載 
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る。竜⑥ 

建屋内の重大事故等対処設備は，

竜巻による風圧力による荷重を考慮

して他の設備に悪影響を及ぼさない

よう，重大事故等対処設備を収納す

る建屋により防護する設計とする。

竜⑥ 

収納する重大事故等対処設備の機能

を損なうおそれがある場合には，防護

措置その他適切な措置を講ずる。内的

事象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設

備は，当該設備の機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと又はこれらを適切

に組み合わせることにより，その機能

を確保する。また，上記機能が確保で

きない場合に備え，関連する工程を停

止する等の手順を整備することを保安

規定に定める。竜①-5，竜⑤ 

（3）竜巻随伴事象に対する設計方針

竜巻随伴事象に対する設計は，

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」（平成 25 年６月 19 日 原規技発

第 13061911 号 原子力規制委員会決

定）を参考に，過去の他地域におけ

る竜巻被害状況及びＭＯＸ燃料加工

施設の配置から，竜巻随伴事象とし

て火災，溢水及び外部電源喪失を想

定し，これらの事象が発生した場合

においても，竜巻防護対象施設が安

全機能を損なわない設計とする。竜

④-1

竜巻随伴事象のうち火災に対して

は，火災源と竜巻防護対象施設の位

置関係を踏まえて熱影響を評価した

上で，竜巻防護対象施設の安全機能

に影響を与えない設計とすることを

外部火災防護に関する設計にて考慮

する。竜④-2 

竜巻随伴事象のうち溢水に対して

は，溢水源と竜巻防護対象施設の位

置関係を踏まえた影響評価を行った

上で，竜巻防護対象施設の安全機能

ｅ．竜巻随伴事象に対する設計 

竜巻ガイドを参考に，過去の他地域にお

ける竜巻被害状況及びＭＯＸ燃料加工施設

の配置を図面等により確認した結果，竜巻

随伴事象として以下の事象を想定し，これ

らの事象が発生した場合においても，竜巻

防護対象施設が安全機能を損なわない設計

とする。竜④-1 

(ａ) 火災 

竜巻により再処理事業所内の屋外にある

危険物貯蔵施設等（ボイラ用燃料受入れ・

貯蔵所及びディーゼル発電機用燃料受入

れ・貯蔵所）が損傷し，漏えい及び防油堤

内での火災が発生したとしても，火災源と

竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱

影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の

許容温度を超えない設計とすることによ

り，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を

与えない設計とすることを「③ 外部火災

防護に関する設計」にて考慮する。竜④-2 

建屋内に収納される竜巻防護対象施設の

うち，開口部を有する室に設置されるもの

は，設計飛来物に対して建物・構築物によ

る防護対策を講ずることを考慮すると，設

計飛来物が当該室に侵入することはないこ

とから，設計竜巻により建屋内に火災が発

生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすこ

とは考えられない。竜◇6  

(ｂ) 溢水 

再処理事業所内の屋外タンク等の破損に

よる溢水を想定し，溢水源と竜巻防護対象

施設の位置関係を踏まえた影響評価を行っ

た上で，竜巻防護対象施設の安全機能が損

なわれないよう必要に応じて堰を設ける等

の防護対策を講じ，竜巻防護対象施設の安

全機能に影響を与えない設計とすることを

「(９) 溢水による損傷の防止」にて考慮

する。竜④-3 

建屋内に収納される竜巻防護対象施設の

うち開口部を有する室に設置されるもの

は，設計飛来物に対して建物・構築物によ

る防護対策を講ずることを考慮すると，設

計飛来物が当該室に侵入することはないこ

とから，設計竜巻により建屋内に溢水が発

生し，竜巻防護対象施設に影響を及ぼすこ

とは考えられない。また，竜巻防護対象施

設のない開口部を有する室については，設

計竜巻による建屋内の溢水が発生したとし

屋内の重大事故等対処設備は，竜巻

による風圧力による荷重を考慮して他

の設備に悪影響を及ぼさないよう，重

大事故等対処設備を内包する施設によ

り防護する設計とする。内包する重大

事故等対処設備の機能を損なうおそれ

がある場合には，防護措置その他適切

な措置を講じる。 

竜巻随伴事象を考慮する施設は，過去

の竜巻被害の状況及び発電所における

施設の配置から竜巻の随伴事象として

想定される火災，溢水及び外部電源喪

失による影響を考慮し，竜巻の随伴事

象に対する影響評価を実施し，外部事

象防護対象施設及び重大事故等対処設

備に竜巻による随伴事象の影響を及ぼ

さない設計とする。 

竜巻随伴による火災に対しては，火災

による損傷の防止における想定に包絡

される設計とする。 

また，竜巻随伴による溢水に対して

は，溢水による損傷の防止における溢

水量の想定に包絡される設計とする。 

竜④-1（P1 へ） 

竜④-3（P16 へ） 

＜追記・修正理由＞ 

記載の構成を見直したた

め。 

＜追記・修正内容＞ 

記載の構成を見直し、上段

に記載 

＜追記・修正理由＞ 

対象の設備がないため。 

＜追記・修正内容＞ 

当該箇所を削除 

第 30 条重大事故等対処設備に

係る設計条件に係る事項とし

て記載 

＜追記・修正理由＞ 

3.3 の構成の見直しのた

め。 

＜追記・修正内容＞ 

項番号の追加 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
が損なわないよう，必要に応じて堰

を設ける等の防護対策を講じ，竜巻

防護対象施設の安全機能に影響を与

えない設計とすることを溢水防護に

関する設計にて考慮する。竜④-3 

 

竜巻随伴事象のうち外部電源喪失

に対しては，非常用所内電源設備に

よる電源供給を可能とすることでの

安全機能を確保できる設計とするこ

とにより，竜巻防護対象施設の安全

機能を維持する設計とする。竜④-4 

 

 

ても安全機能に影響を与えることはない。

竜◇6  

 

 (ｃ) 外部電源喪失 

設計竜巻，設計竜巻と同時に発生する

雷・雹等，あるいはダウンバースト等によ

り，送電網に関する施設等が損傷する等に

よる外部電源喪失に対しては，非常用所内

電源設備の安全機能を確保できる設計とす

ることにより，竜巻防護対象施設の安全機

能を維持する設計とする。竜④-4 

 

ｆ．手順等竜◇7  

設計竜巻による飛来物の発生防止及び竜

巻による安全機能を有する施設への影響の

軽減を図るため，以下の事項を考慮した手

順を定める。 

(ａ) 設計対処施設以外の建屋，屋外施

設及び資機材で飛来物となる可能性のある

ものは，浮き上がり又は横滑りの有無を考

慮した上で，飛来時の運動エネルギ及び貫

通力が設計飛来物である鋼製材よりも大き

なものについて，設置場所に応じて固縛，

建屋収納又は敷地からの撤去等を実施する

ことを手順に定める。 

(ｂ) 車両については，ＭＯＸ燃料加工

施設が再処理施設及び廃棄物管理施設と同

じ周辺防護区域に位置するため,再処理施

設及び廃棄物管理施設が設定する飛来対策

区域を考慮した以下の運用とする。 

・車両については，周辺防護区域内への

入構を管理するとともに，竜巻の襲来が予

想される場合に車両が飛来物とならないよ

う固縛又は飛来対策区域外の退避場所へ退

避する。竜③-3 

・飛来対策区域は，車両から距離を取る

べき離隔対象施設と車両との間に取るべき

離隔距離を考慮して設定する。 

離隔距離の検討に当たっては，先ず解析

により車両の 大飛来距離を求める。解析

においては，フジタモデル(54)の方がラン

キン渦モデルよりも地表面における竜巻の

風速場をよく再現していること及び車両は

地表面にあることから，フジタモデルを適

用する。車両の 大飛来距離の算出結果は

170ｍであるが，フジタモデルを適用した

解析における不確実性を補うため，算出結

果に安全余裕を考慮して，離隔距離を 200

ｍとする。 

・車両の退避場所は，周辺防護区域内及

び周辺防護区域外に設ける。また，フジタ

 

 

 

 

 

 

さらに，竜巻随伴による外部電源喪失

に対しては，ディーゼル発電機による

電源供給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

竜④-3（P15 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜③-3（P9 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「安全機能を確保」の記載を明確

化するため、「による電源供給を

可能とすることで」を追加。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））（17 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
モデルを適用した解析における不確実性を

補うため，周辺防護区域内の退避場所に退

避する車両については固縛の対象とする。 

(ｃ) 竜巻に対する運用管理を確実に実

施するために必要な技術的能力を維持・向

上させることを目的とし，教育及び訓練を

定期的に実施する。 

(ｄ) 竜巻によりＭＯＸ燃料加工施設に

影響を及ぼすおそれが予見される場合は，

竜巻による安全機能を有する施設への影響

を軽減させるため，全工程停止に加え，グ

ローブボックス排風機以外の送排風機を停

止し，ＭＯＸ燃料加工施設を安定な状態に

移行する措置を講ずるとともに，工程室排

風機後の排気系統に手動ダンパを設置する

設計とし，閉止の措置を行う手順を定め

る。 

 

⑧ 外部からの衝撃による損傷の防止竜

◇4 ，竜◇7 ，竜◇9 ，竜◇10 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定

される自然現象（地震及び津波を除く。次

項において同じ。）が発生した場合におい

ても安全機能を損なわないものでなければ

ならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重

要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該安全上

重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事

故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内

又はその周辺において想定される加工施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準にお

いて想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）に対してＭＯＸ燃料加工施設の安

全性を損なわない設計とする。また，安全

上重要な施設は，想定される自然現象によ

り作用する衝撃及び設計基準事故時に生ず

る応力を適切に考慮する。 

 

ｂ．竜巻 

日本で過去（1961 年～2013 年 12 月）に
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））（18 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
発生した 大の竜巻から，設計竜巻の 大

風速は 92ｍ/s となるが，竜巻に対する設

計に当たっては，蓄積されている知見の少

なさといった不確定要素を考慮し，将来の

竜巻発生に関する不確実性を踏まえ，基準

竜巻の 大風速を安全側に切り上げて，設

計竜巻の 大風速を 100ｍ/s とし，安全機

能を有する施設の安全機能を損なわないよ

う，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対

策を行う。 

 

(ａ) 飛来物の発生防止対策 

竜巻により再処理事業所内の資機材が飛

来物となり，安全機能を有する施設の安全

機能を損なわないよう，以下の対策を行

う。 

ⅰ．飛来物となる可能性のあるものを固

定，固縛，建屋収納又は敷地から撤去す

る。 

ⅱ．車両の周辺防護区域内への入構の管

理，竜巻の襲来が予想される場合の車両の

固縛又は飛来対策区域外の退避場所への退

避を行う。 

 

(ｂ) 竜巻防護対策 

安全機能を有する施設は，設計荷重（竜

巻）に対して安全機能を損なわない設計と

すること，若しくは竜巻による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理を行う

こと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計と

する。安全上重要な施設は，竜巻防護対象

施設とし，建物の外壁及び屋根により建物

全体で適切に防護することにより安全機能

を損なわない設計とすることを基本とす

る。 

竜巻の発生に伴い，降雹が考えられる

が，降雹による影響は竜巻防護設計にて想

定している設計飛来物の影響に包絡され

る。また，冬季における竜巻の発生を想定

し，積雪による荷重を適切に考慮する。 
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別紙１② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方

1 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）（竜巻） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

竜① 竜巻防護設計の方針 
技術基準の要求を受けている

内容 
1 － a 

竜② 

設計条件 

（風圧力による荷重，気圧差による荷

重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせ

た設計竜巻荷重，安全機能を有する施

設に通常時に作用している荷重，運転

時荷重及びその他竜巻以外の自然現象

による荷重等） 

設計荷重（竜巻）による影響評

価に必要な事項 
1 － a 

竜③ 竜巻防護措置 
竜巻防護をするための必要な

措置、運用 
1 － a 

竜④ 竜巻随伴事象 
竜巻防護設計において考慮す

るべき事項 
1 － a 

竜⑤ 
影響評価の定期的な実施 影響評価の実施について、保安

規定にて担保する。 
1 － a 

竜⑥ 
重大事故等対処施設への措置 技術基準の影響を受けている

内容 
- － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

竜

□1  
添付書類五を基本とした記載 

具体的な設計方針となっている添五を採用する

ため記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

竜

◇1

本文と添五における同じ趣旨の記載 各説明における冒頭宣言又は導入説明であるこ

とから記載しない。 
－ 

竜

◇2
設計対処施設 

設計対処施設の選定方針については竜①で説明

しており、詳細は竜巻への影響を考慮する施設

として添付書類にて記載する。  

a 

竜

◇3
設計荷重の設定 

設計荷重の設定については竜②で説明しており、

詳細は添付書類にて記載する。 
a, b 

竜

◇4
設計飛来物の設定 

設計飛来物の設定については竜②で説明してお

り、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

竜

◇5
荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界については竜②で説明

しており、詳細は添付書類にて記載する。 
a, b 

竜 設計方針の詳細 設計方針について竜①で説明しており、詳細は添 a, b 
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別紙１② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 
 

◇6  付書類にて記載する。 

竜

◇7  
手順等 

手順等については竜③で説明しており，詳細は保

安規定（運用）で記載する。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ-1-1-1-2 竜巻への配慮に関する説明書 

b Ⅳ-2-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針 
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令和３年８月 10日 Ｒ０ 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開 

 

注：本別紙は、追而とする。 
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令和３年８月 10日 Ｒ０ 

別紙 3 

基本設計方針の添付書類への展開

注：本別紙は、追而とする。
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令和３年８月 10日 Ｒ０ 

 

 

 

別紙 4 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 

 
注：本別紙は、追而とする。 
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令和３年８月 10日 Ｒ０ 

別紙 5 

補足説明すべき項目の抽出

注：本別紙は、追而とする。
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令和３年８月 10日 Ｒ０ 

別紙 6 

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

注：本別紙は、変更前の記載がないため、対象外とする。 
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